
防犯情報

下関警察署

強盗・侵入窃盗の下見活動と
思われる不審な訪問等に注意！

● 見知らぬ人物が敷地内をのぞいていた
● 家等を撮影している者がいる
● 地域内を何度もウロウロしている者がいた

○ 買取業者を名乗る者が承諾なしに自宅に
上がり込んできた
○ 訪問の予定がない業者が突然来た

これらの行為は、犯行グループによる

“強盗・侵入窃盗事件の下見活動”
である可能性があります！
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○ 不審な人物や車両を見かけたら‥
服装やナンバー等を記録して110番通報する！

○ 突然、知らない人が訪問してきたら‥
安易に応対しない！不安に感じたら110番通報する！

○ 応対してしまった場合は‥
名刺・社員証の提示を求める！
※ 提示を拒んだりする場合は要注意！！
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